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 附則  

 私たちの「ふるさと新発田」には、古（いにしえ）から治水や新田開発など

により先人たちが築き上げてきた、美しい自然に囲まれた「豊かなる大地」が

あります。  

 先人たちは、この大地と清らかな加治川の流れがもたらす風土に適した作物

を育て、家庭や地域に伝わる料理をいただき、残渣を大地に還す「食の循環」

という営みの中から、食べる喜び、恵みへの感謝、自然との調和、命の尊さな

ど多くを学び、それによって豊かな人間性を育んできました。  

 また、元禄時代には、この大地から生まれる豊かな実りが、「十二斎市（じゅ

うにさいいち）」と呼ばれる越後で最も回数の多い定期市で取引されるなど、新

発田は「食」をはじめとした物資の交流により繁栄してきました。  

 しかし、今日では、生活様式の変化や「食」の分業化等により、「食の循環」

の一連の流れが分断されて、「食」の安全性が揺らぎ、四季や作法等と結びつい

た日本の「食」が薄らぎ、食生活の乱れによる生活習慣病の増加や食品残渣の

大量廃棄等、様々な問題が全国的に生じています。  



 そこで、私たちは、人や環境、社会にとって、真に望ましい「食」を実現す

るために、平成１７年に制定された食育基本法の趣旨を踏まえ、かつて当たり

前であった「食の循環」に着目し、市民、事業者及び市が一体となったまちづ

くりが必要であると考えます。  

 そのために、私たち一人ひとりがまちづくりの主役であることを自覚し、貴

重な財産である「豊かなる大地」を育み、日々の暮らしの中で「食」の大切さ

を理解し、新たな発想と着実な行動で「食の循環」をつくり、この循環をまち

づくりに活用することで、誰もが「愛せるまち 誇れるまち」と実感できる活

力みなぎるふるさと新発田を次代に引き継ぐことを決意し、この条例を制定し

ます。  

第１章 総則  

 （目的）  

第１条 この条例は、食の循環によるまちづくりについての基本方針及び基本

的施策を定め、市民、事業者及び市の役割を明らかにし、主体的な参画と協

働によりまちづくりの推進を図り、誰もが「愛せるまち 誇れるまち」と実

感できる活力みなぎるふるさと新発田を実現することを目的とする。  

 （定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

⑴ 食の循環 食に関する営みが、農産物の生産、加工、流通、調理、食事、  

残渣処理、堆肥の生産、そして堆肥の大地への還元に至る一連の過程とし

て連鎖していることをいう。  

⑵ 食育 食の循環の各分野の考え方を理解し、各分野に応じた取組を実践

することができるよう人づくりを行うことをいう。  

⑶ 地消地産 地元で消費される安全・安心かつ高品質な農産物を生産する  

ことをいう。  

⑷ 地産地消 地元で生産されたものを地元で消費することをいう。  



⑸ 事業者 食に関連する企業、団体、ＮＰＯ法人等の食に関連する事業者  

等に限らず、市内に事務所又は事業所を有するすべての法人その他の団体

をいう。  

 （基本方針）  

第３条 食の循環によるまちづくりは、次の各号に掲げる方針（以下「基本方

針」という。）に基づき推進するものとする。  

⑴ 食の循環によるまちづくりは、長い歴史に育まれた豊かなる大地と人々  

の営みにより形づくられた食の循環を尊重し、次代に引き継がれるように

行われなければならない。  

⑵ 食の循環によるまちづくりは、食の循環の基盤となる安定的な食料供給  

体制を整備し、消費者を意識した食の安全性が確保され、産業が振興され

るように行われなければならない。  

⑶ 食の循環によるまちづくりは、心身ともに健康で生きがいのある生活が  

実現されるように行われなければならない。  

⑷ 食の循環によるまちづくりは、自立して生きていくために必要な力を育  

み、新発田の将来を担う人材が育成されるように行われなければならない。 

⑸ 食の循環によるまちづくりは、有機資源の循環により、自然環境及び農  

地が保全されるように行われなければならない。  

⑹ 食の循環によるまちづくりは、もてなしの心で交流し、誇りを持って新  

発田の魅力を発信することで、観光が振興されるように行われなければな

らない。  

⑺ 食の循環によるまちづくりは、市民、事業者及び市が食の循環によるま  

ちづくりを担う一員であることを自覚し、主体的な参画と協働を基本とし

て推進されるように行われなければならない。  

第２章 食の循環によるまちづくり推進のための理解と役割  

 （市民の理解と役割）  

第４条 市民は、基本方針に基づき、食の循環に取り組む人々との交流に心掛



け、食の循環によるまちづくりに自ら進んで取り組むよう努めるものとする。 

２ 市民は、豊かな食生活は家庭で育まれることを自覚し、食育に努めるもの

とする。  

３ 市民は、地域で実施される食の循環によるまちづくりの取組に参画するよ

う努めるものとする。  

４ 市民は、事業者及び市が実施する食の循環によるまちづくりの取組に協力

するよう努めるものとする。  

 （事業者の理解と役割）  

第５条 事業者は、基本方針に基づき、その事業活動が地域社会への貢献と発

展につながるよう努めるものとする。  

２ 事業者は、市民と協力して食の循環によるまちづくりに取り組むよう努め

るものとする。  

３ 事業者は、市が実施する食の循環によるまちづくりの取組に協力するよう

努めるものとする。  

 （市の責務と役割）  

第６条 市は、基本方針に基づき、食の循環によるまちづくりに必要な体制を

整備し、実効性のある食の循環によるまちづくりに関する施策（以下「施策」

という。）を推進しなければならない。  

２ 市は、市民及び事業者の自発的な食の循環に関する取組を支援するものと

する。  

３ 市は、市民及び事業者と協働し、食の循環によるまちづくりを推進するも

のとする。  

４ 市は、積極的に食の循環によるまちづくりに関する啓発活動及び情報の提

供を行い、市民及び事業者の理解を得るよう努めなければならない。  

第３章 食の循環によるまちづくり推進のための基本計画  

 （推進計画の策定）  

第７条 市は、施策を推進するための計画（以下「推進計画」という。）を定め



るものとする。  

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

⑴ 推進計画策定に当たっての基本的な考え方  

⑵ 食の循環によるまちづくりの目標に関する事項  

⑶ 食の循環によるまちづくりを推進するに当たって、市民、事業者及び市  

が行うべき事項  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、施策を推進するために必要な事項  

第４章 食の循環によるまちづくり推進のための基本的施策  

 （産業の発展）  

第８条 市民は、農林水産業及び食に関連する産業を活性化するため、地産地

消に努めるものとする。  

２ 事業者は、食の循環によるまちづくりを理解し、地域社会に根ざした事業

の推進及び発展に努めなければならない。  

３ 市は、食料供給産業を核とした産業の発展のため、次に掲げる施策を講じ

なければならない。  

⑴ 消費者を意識した地消地産の推進及び安全で美味しい食を安定供給する  

農林水産業の振興に関すること。  

⑵ 農林水産業及び食に関連する産業との連携の推進並びに多様で付加価値

の高い食料供給産業の振興に関すること。  

⑶ 食の循環及び食に関する調査、研究、開発等に関すること。  

 （健康及び生きがいの増進）  

第９条 市民は、食の大切さを理解し、地産地消を心掛け、望ましい生活習慣

の確立及び定着に努めなければならない。  

２ 事業者は、健康で生きがいを持てる社会の実現に貢献するよう努めるもの

とする。  

３ 市は、市民の心身ともに健康で生きがいのある質の高い生活を確保するた

め、次に掲げる施策を講じなければならない。  



⑴ 地産地消の奨励並びに生涯各期にわたる食育の推進による市民の心身の  

健康及び生きがいの増進に関すること。  

⑵ 食と健康に関する啓発、学習機会の提供等による市民の望ましい生活習

慣の確立及び定着に関すること。  

⑶ 食と健康に関する調査研究に関すること。  

 （教育及び伝承）  

第１０条 市民は、家庭及び地域において、食に関する作法及び礼節、新発田の

伝承料理等の食文化を継承するよう努めるものとする。  

２ 事業者は、豊かな人間性が育まれる地域社会づくりに貢献するよう努める

ものとする。  

３ 市は、自立して生きていくために必要な力を身に付けた新発田の将来を担

う人材を育成するため、次に掲げる施策を講じなければならない。  

⑴ 幼稚園、保育園、学校及びその他の機関における、子どもの成長に応じ  

た食育の推進及び自立して生きていくために必要な力の育成に関するこ

と。  

⑵ 家庭及び地域における、食育の推進並びに食に関する作法及び礼節、新

発田の伝承料理等の食文化を継承するための交流機会等の提供に関するこ

と。  

⑶ 食に関する幅広い情報及び学習機会の提供に関すること。  

 （環境の保全）  

第１１条 市民は、食の循環を理解し、生ごみ分別及びその堆肥化等環境に配慮

した行動を実践するよう努めるものとする。  

２ 事業者は、食の循環を理解し、環境に配慮した事業活動を展開するよう努

めるものとする。  

３ 市は、有機資源の循環による環境の保全を図るため、次に掲げる施策を講

じなければならない。  

⑴ 有機資源の再利用による資源循環の促進に関すること。  



⑵ 環境に配慮した農業の推進による自然環境及び農地の保全に関すること。 

⑶ 市民及び事業者に対する環境に配慮した行動促進のための啓発に関する  

こと。  

 （観光及び交流）  

第１２条 市民は、食の循環の活用により新発田の魅力に気付き、誇りを持って

来訪者との交流に努めるものとする。  

２ 事業者は、食の循環の活用により魅力ある地域社会づくり並びに市内及び

市以外の地域の人々との交流の促進に貢献するよう努めるものとする。  

３ 市は、にぎわいを創出し、観光の振興を図るため、次に掲げる施策を講じ

なければならない。  

⑴ 食の循環の活用により、観光資源の価値を高め、その魅力を的確に伝え  

るための積極的な情報発信に関すること。  

⑵ 観光資源の活用による市内及び市以外の地域の人々との交流促進に関す  

ること。  

第５章 食の循環によるまちづくり条例の位置付け  

 （他の条例等との関係）  

第１３条 市は、食の循環によるまちづくりに関する他の条例、規則その他の規

程を制定し、改正し、又は廃止しようとする場合は、この条例の趣旨を尊重

しなければならない。  

 （条例の見直し）  

第１４条 市は、時代の変遷、社会の変化等により、この条例の見直しが適当と

認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。  

   附 則  

 この条例は、平成２１年１月１日から施行する。  


